
 

お客様各位 

 

拝啓 平素より穂高荘をご利用いただき誠にありがとうございます。 

このたび、誠に心苦しい限りではございますが、令和 8年 4月 1日より下記の通り宿泊料

金の改定を実施させていただく運びとなりました。 

お客様にはご負担をおかけいたしますが、引き続き快適なご滞在をご提供できるよう努め

てまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

令和 8 年 4 月 1 日からの宿泊料金 

 

なお、令和 8 年 3 月 31 日までにご予約をいただいておりますお客様はそのままの料金にて

ご利用いただけます。 

 

 

令和 8年 12月吉日 

 

江戸川区立穂高荘 

支配人 横尾 英樹 


